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改正特許法の関連条文（特許権の存続期間の延長登録出願に関するもの） 
 

改正特許法（新旧対照） 

・「新」のアンダーラインは追加部分、「旧」のアンダーラインは削除部分に該当する。 
新 旧 

（存続期間） 

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて

終了する。 

２ 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願

の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつ

た日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日（以下「基

準日」という。）以後にされたときは、延長登録の出願により延

長することができる。 

３ 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から

特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の

各号に掲げる期間を合算した期間（これらの期間のうち重複す

る期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除

いた期間）に相当する期間を控除した期間（以下「延長可能期間」

という。）を超えない範囲内の期間とする。 

一 その特許出願に係るこの法律（第三十九条第六項及び第五

十条を除く。）、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続

等の特例に関する法律（平成二年法律第三十号）又はこれらの

法律に基づく命令の規定による通知又は命令（特許庁長官又

は審査官が行うものに限る。）があつた場合において当該通知

又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおけ

る当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執ら

れた日までの期間 

二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令

（存続期間） 

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて

終了する。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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（次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。）の

規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における

当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日

までの期間 

三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当

該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の

規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつ

ても当該手続を執ることができる場合において当該手続をし

たときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当

該手続をした日までの期間 

四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する

手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令

（第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。）の

規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為

により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出そ

の他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由

がなくなつた日までの期間 

五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数

料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除

又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しく

は免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定が

あつた日までの期間 

六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明

細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補

完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項

の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの

期間 
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七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合

における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イから

ハまでに定める期間 

イ 第百五十九条第三項（第百七十四条第二項において準用す

る場合を含む。）において準用する第五十一条の規定による

特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査

定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があ

つた日までの期間 

ロ 第百六十条第一項（第百七十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定による更に審査に付すべき旨の審決が

あつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた

日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間 

ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定

による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき

旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨

の査定の謄本の送達があつた日までの期間 

八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分につ

いて行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定に

よる審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査

請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間 

九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分につ

いて行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）の規定

による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の

日から当該訴えの判決が確定した日までの期間 

十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、

又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した

期間 
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４ 第一項に規定する存続期間（第二項の規定により延長された

ときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項た

だし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。）は、

その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律

の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等

からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものと

して政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特

許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を

限度として、延長登録の出願により延長することができる。 

 

（存続期間の延長登録） 

第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者

は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなけ

ればならない。 

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 延長を求める期間 

四 特許出願の番号及び年月日 

五 出願審査の請求があつた年月日 

 

２ 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第

三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなけれ

ばならない。 

３ 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日か

ら三月（出願をする者がその責めに帰することができない理由

により当該期間内に出願をすることができないときは、その理

由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）を経過

２ 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の

確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつ

て当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相

当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが

必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期

間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延

長することができる。 

 

 

 

 

（新設） 
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する日までの期間（当該期間が九月を超えるときは、九月））以

内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期

間の満了後は、することができない。 

４ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同で

なければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。 

５ 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に

規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出

願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の

延長登録があつたときは、この限りでない。 

６ 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に

掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。 

 

第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願

が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒

絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないと

き。 

二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長

可能期間を超えているとき。 

三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 

四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないと

き。 

２ 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶

の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしな

ければならない。 

３ 前項の査定があつたときは、延長登録をする。 

４ 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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に掲載しなければならない。 

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日 

四 延長登録の年月日 

五 延長の期間 

六 特許出願の番号及び年月日 

七 出願審査の請求があつた年月日 

 

第六十七条の四 第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第

百三十九条（第七号を除く。）の規定は、第六十七条第二項の延

長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百

三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六

十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願

の」と読み替えるものとする。 

 

第六十七条の五 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようと

する者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出し

なければならない。 

 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

 二 特許番号 

 三 延長を求める期間（五年以下の期間に限る。） 

 四 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容 

２ 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の

理由を記載した資料を添付しなければならない。 

３ 第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める

処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（存続期間の延長登録） 

第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようと

する者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出し

なければならない。 

 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

 二 特許番号 

 三 延長を求める期間（五年以下の期間に限る。） 

四 前条第二項の政令で定める処分の内容 

２ 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の

理由を記載した資料を添付しなければならない。 

３ 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で

定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければな
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ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することが

できない。 

４ 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条

第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、

第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第

六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるの

は「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

第六十七条の六 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようと

する者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日ま

でに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと

見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日まで

に特許庁長官に提出しなければならない。 

一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 第六十七条第四項の政令で定める処分 

２ 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十

七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項

らない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了

後は、することができない。 

４ 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同で

なければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることがで

きない。 

 

 

 

５ 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期

間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶

をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した

旨の登録があつたときは、この限りでない。 

 

６ 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項

各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報

に掲載しなければならない。 

 

第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしよ

うとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間

の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受

けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載

した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 

一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 第六十七条第二項の政令で定める処分 

２ 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十

七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特
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の延長登録の出願をすることができない。 

３ 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる

事項を特許公報に掲載しなければならない。 

４ 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその

責めに帰することができない理由により同項に規定する日まで

にその書面を提出することができないときは、同項の規定にかか

わらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、

一月）以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁

長官に提出することができる。 

 

第六十七条の七 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願

が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶

をすべき旨の査定をしなければならない。 

一 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処

分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しく

は通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める

処分を受けていないとき。 

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることが

できなかつた期間を超えているとき。 

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 

五 その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十

七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。 

２ 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の

理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなけれ

ばならない。 

３ 前項の査定があつたときは、延長登録をする。 

許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 

３ 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる

事項を特許公報に掲載しなければならない。 

４ 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその

責めに帰することができない理由により同項に規定する日まで

にその書面を提出することができないときは、同項の規定にかか

わらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、

一月）以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁

長官に提出することができる。 

 

第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願

が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶

をすべき旨の査定をしなければならない。 

一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処

分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しく

は通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める

処分を受けていないとき。 

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることが

できなかつた期間を超えているとき。 

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 

五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たし

ていないとき。 

２ 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶

の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなけ

ればならない。 

３ 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があ
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４ 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に

掲載しなければならない。 

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日 

四 延長登録の年月日 

五 延長の期間 

六 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容 

 

（削る） 

 

 

 

第六十七条の八 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四

項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合におい

て、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び

第七号」と読み替えるものとする。 

 

（第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特

許権の効力） 

第六十八条の二 第六十七条第四項の規定により同条第一項に規

定する存続期間が延長された場合（第六十七条の五第四項にお

いて準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長され

たものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は、その

延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分

の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の

つたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 

４ 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載

しなければならない。 

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 特許番号 

三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日 

四 延長登録の年月日 

五 延長の期間 

六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容 

 

第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第

五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査

について準用する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（存続期間が延長された場合の特許権の効力） 

 

第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合（第六十七

条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を

含む。）の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第

六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処

分においてその物の使用される特定の用途が定められている場

合にあつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特
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用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるそ

の物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 

 

許発明の実施以外の行為には、及ばない。 

 

 

 

 

参考：特許法 

（期間の計算） 

第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は

年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 

２ 特許出願、請求その他特許に関する手続（以下単に「手続」という。）についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律（昭和

六十三年法律第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。 


